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① 空き家対策を実施している中で、どのような課題・問題点がありますか？ 

相続等により、空き家管理者の特定が困難となるケースが増加している。 

また、特定された場合であっても高齢化など、実質的に管理が出来ない場合もある。 

 

 

 

② 現在どのような対策を実施していますか？また、今後実施する予定の対策はありま

すか？ 

 所有者、納税管理者等に限らず、実質的に空き家管理を行っている者を調査して

いる。市空き家バンクの活用を推進している。 
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③ 宅建業者が空き家対策に協力できることはありますか？ 

 空き家の有効活用方法を所有者や管理者に提案できる仕組み作りや情報提供に

ご協力いただきたい。 

 

 

 

大変お忙しい中をご協力いただき、誠にありがとうございました。 

 

※データでご提供いただけるものがございましたら、下記までご送付をお願い

致します。 

※いただいたアンケートの回答は本会のホームページに公開するほか、本会の

会議において利用する以外の用途で利用することはございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

提出期限：令和２年 10 月 30 日（金） 
返 信 先：メール：imai@takuken.or.jp 

ＦＡＸ：048-811-1821 
 

お問い合わせ先：048-811-1840 
〔事業推進課 今井〕 
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